
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護事業所等における 

業務継続計画（ＢＣＰ） 

小 樽 市 
 

～自然災害編～ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

施設・事業所名 aoba Home 

事 業 種 別 共同生活援助 

法 人 名 社会福祉法人北海道宏栄社 

代 表 者 理事長 吉村克之 

管 理 者 高田栄一郎 

所 在 地 小樽市天神 1 丁目１４番３号 

電 話 番 号 ０１３４—６４－５３５５ 

FAX 番号 ０１３４－３３－１１３１ 

作成年月日 令和 5 年 11 月１６日 

 

 

福祉・介護事業所等における 

業務継続計画（ＢＣＰ） 

～自然災害編～ 



 

 
 

平時対応 ........................................................................................................................................... 2 

１－１．基本方針 ................................................................................................................................... 2 

１－２．推進体制 ................................................................................................................................... 3 

１－３．職員への周知 ............................................................................................................................ 4 

１－４．訓練※※（避） ........................................................................................................................ 5 

１－５．評価と改善（ＰＤＣＡサイクル構築） .................................................................................... 6 

１－６．リスクの把握 ............................................................................................................................ 7 

（１） ハザードマップなどの確認※※（避） ................................................................................ 7 

（２） 被害想定 ............................................................................................................................... 8 

１－７．優先業務の選定 ........................................................................................................................ 9 

（１）優先する事業 ............................................................................................................................ 9 

（２）優先する業務 ............................................................................................................................ 9 

１－８．建物・設備の安全対策※ ....................................................................................................... 10 

（１）人が常駐する場所の防災措置 ................................................................................................ 10 

（２）設備の防災措置 ...................................................................................................................... 10 

１－９．電気が止まった場合の対策※ ................................................................................................ 11 

１－１０．ガスが止まった場合の対策 ................................................................................................ 12 

（１）飲料水 ..................................................................................................................................... 13 

（２）生活用水 ................................................................................................................................. 13 

１－１２．通信が麻痺した場合の対策※※ ......................................................................................... 14 

１－１３．システムが停止した場合の対策 ......................................................................................... 15 

１－１４．衛生面（トイレ）の対策 .................................................................................................... 16 

（１）トイレ対策 ............................................................................................................................. 16 

（２）汚物対策 ................................................................................................................................. 17 

１－１５．必要品の備蓄※※（避） .................................................................................................... 18 

１－１６．資金手当て .......................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

緊急時対応 ..................................................................................................................................... 23 

２－１．ＢＣＰ発動基準※※ ............................................................................................................... 23 

２－２．行動基準 ................................................................................................................................. 24 

２－３．対応体制※※（避） ............................................................................................................... 25 

２－４．対応拠点 ................................................................................................................................. 26 

２－５．安否確認※※ .......................................................................................................................... 27 

（１）利用者の安否確認 .................................................................................................................. 27 

（２）職員の安否確認 ...................................................................................................................... 27 

２－６．職員の参集基準※※ ............................................................................................................... 28 

２－７．施設内外での避難場所・避難方法※※ .................................................................................. 29 

２－８．重要業務の継続 ...................................................................................................................... 30 

２－９．職員の管理 ............................................................................................................................. 31 

（１）休憩・宿泊場所 ...................................................................................................................... 31 

（２）勤務シフト ............................................................................................................................. 31 

２－１０．復旧対応 ............................................................................................................................. 32 

他施設等との連携※※ ................................................................................................................ 34 

３－１．連携体制の構築 ...................................................................................................................... 34 

（１）連携先との協議 ...................................................................................................................... 34 

（２）連携協定書の締結 .................................................................................................................. 34 

３－２．連携対応 ................................................................................................................................. 36 

（１）事前準備 ................................................................................................................................. 36 

（２）利用者情報の整理 .................................................................................................................. 36 

通所サービス事業所の場合 ....................................................................................................... 37 

４－１．平常時対応 ............................................................................................................................. 37 

（１）サービスの休止・縮小基準の検討 ......................................................................................... 37 

（２）地域の関係機関との連携 ....................................................................................................... 37 

４－２．緊急時対応 ............................................................................................................................. 38 

（１）家族への連絡・引き渡し ....................................................................................................... 38 

（２）代替サービスの検討 ............................................................................................................... 38 

訪問サービス事業所の場合 ....................................................................................................... 39 

５－１．平常時対応 ............................................................................................................................. 39 

（１）サービスの休止・縮小基準の検討 ......................................................................................... 39 

（２）地域の関係機関との連携 ....................................................................................................... 39 

 



 

1 
 

自然災害編 

チェック表 項目 最終改定日 改定内容 

□ 基本方針   年 月  

□ 推進体制   年 月  

□ 職員への周知   年 月  

□ 訓練   年 月  

□ 評価と改善   年 月  

□ リスクの把握   年 月  

□ 優先業務の選定   年 月  

□ 建物・設備の安全対策   年 月  

□ 電気が止まった場合の対策   年 月  

□ ガスが止まった場合の対策   年 月  

□ 水道が止まった場合の対策   年 月  

□ 通信が麻痺した場合の対策   年 月  

□ システムが停止した場合の対

策 

  年 月  

□ 衛生面の対策   年 月  

□ 必要品の備蓄   年 月  

□ 資金手当て   年 月  
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自然災害編 

平時対応 

１－１．基本方針                               

【目的】 

本規程は、ＢＣＰを実行するにあたっての基本的な行動基準・実施事項等を定めた規程である。 この

規程に基づき危機発生前に適切な準備を行い、また、危機発生時に円滑・的確な対応を行うことによ

り、当法人として利用者及び職員の生命を守り、健康を維持するためのサービスを継続する ことを

目的とする。 

 

【基本原則】 

① 利用者及び職員の生命を守り、継続的・安定的にサービスを提供する。 

② 地域の災害拠点となる。 

 

  

手引き ２ページ 
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自然災害編 

 

１－２．推進体制                                  

 

主な役割 部署・役職 氏名 補足 

責任者 管理者 高田 栄一郎  

 サービス管理責任者 丸山 勝大  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

手引き ３ページ 
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自然災害編 

 

１－３．職員への周知                          

 

・訓練時に資料として職員全員に配布する  

・改定のたび、回覧する  

・災害対策推進チームにより、６か月に一度研修会を実施する 

 

  

手引き ４ページ 
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自然災害編 

 

１－４．訓練※※（避）                          

 

・日中の訓練を年 1 回、夜間訓練を年 1 回実施する。  

・なお、災害対策推進チーム長の判断で、上記の訓練実施月の変更や追加実施を決めることができる。 

・訓練内容や参加者は災害対策推進チームにて検討し、事前に参加者に通知する。  

・１０月の訓練については、できる限り地域の方も参加できるよう実施する。  

・訓練の実施状況は災害対策推進チームにて記録を取り保管する。 

 

  

手引き ４ページ 
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自然災害編 

 

１－５．評価と改善（ＰＤＣＡサイクル構築）               

 

・毎年２月に、これまで策定したＢＣＰの内容や災害対策の取組を総括し、現状を評価するとともに 

洗い出された課題については、翌年度の取組に反映させる 

 

  

手引き ５ページ 
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自然災害編 

 

１－６．リスクの把握                                   

（１） ハザードマップなどの確認※※（避） 

※ハザードマップなどを貼り付け 

 

  

手引き ６ページ 
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自然災害編 

（２） 被害想定 

自治体公表の被害想定 

＜項目例＞ 

交通被害 

道路： 

橋梁： 

鉄道： 

 

ライフライン 

上水： 

下水： 

電気： 

ガス： 

通信： 

 

 

自施設で想定される影響 

 当日 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 ・・・ 10 日目 ・・・ 

電力 停止 → 復旧 → → → → → → → 

飲料水 備蓄 → 給水車 → → → → → → → 

生活用水 備蓄 → 給水車 → → → → → → → 

ガス 都 市 ガ

ス 

→ → → → → → → → → 

携帯電話 停止 復旧 → → → → → → → → 

メール 停止 復旧 → → → → → → → → 

           

  

手引き ７ページ 
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自然災害編 

 
１－７．優先業務の選定                                  

（１）優先する事業 

優先する事業 

１． 共同生活援助事業 

２．  

３．  

 

当座停止する事業 

１．  

２．  

３．  

 

 

（２）優先する業務 

 上記優先する事業のうち優先する業務 

優先業務 必要な職員数 

朝 昼 夕 夜間 

内服薬 １人 １人 １人 １人 

食事支援 ２人 ２人 ２人 ２人 

排泄支援 ２人 ２人 ２人 ２人 

感染対策 ３人 ３人 ３人 ３人 
 

  

手引き ９、１０ページ 
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自然災害編 

 
１－８．建物・設備の安全対策※                              

（１）人が常駐する場所の防災措置 

場所 対応策 備考 

建物（柱）   

建物（壁）   

パソコン ノートパソコン  

書庫   

キャビネット   

金庫   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

（２）設備の防災措置 

場所 対応策 備考 

ボイラー設備 定期点検のみ  

受電設備 定期点検のみ  

空調設備 定期点検のみ  

消火設備 定期点検のみ  

浸水による危険確認   

外壁に異常がないか確認   

窓ガラスに飛散防止フィルム貼付 ２階・非常階段他  

周囲に倒れそうな樹木や飛散しそう

な物はないか確認 

建物裏の会社の屋根の鉄板が外れそうな

状況 

建設会社から補強または撤

去の依頼する 

   

   

   

 

  

手引き １１、１２ページ 
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自然災害編 

 
１－９．電気が止まった場合の対策※                

稼働させるべき設備 自家発電機もしくは代替策 

トイレ トイレの排水は川の水を汲み対応する 

冷房機器 電池式扇風機 

情報機器  

電気 懐中電灯 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

手引き １３ページ 
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自然災害編 

 
１－１０．ガスが止まった場合の対策                   

 

稼働させるべき設備 代替策 

暖房機器 薪・炭 カセットボンベ式暖房  ホッカイロ 

調理機器 カセットコンロ 

給湯設備 清拭 ドライシャンプー 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

手引き １４ページ 



 

13 
 

自然災害編 

 
１－１１．水道が止まった場合の対策※                   

（１）飲料水 

備蓄品の飲料水を１階で管理 

 

２L ペットボトル  本（  日分×  人分） 

 

 

給水車による配給 

 

（２）生活用水 

トイレの排水用に川の水を汲みます。また、簡易トイレで対応 

 

食事は給水車からの給水を受けます。 

 

  

手引き １５ページ 
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自然災害編 

 
１－１２．通信が麻痺した場合の対策※※                

 

携帯電話→携帯メール→PC メール 

 

 

  

手引き １６ページ 
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自然災害編 

 
１－１３．システムが停止した場合の対策                

 

会計 レシート保管 電力復旧後に処理 

 

PC データーはサーバーに保存、クラウドすること。バックアップが保存される。 

 

ケース記録は統一した書面に手書きで記入する。 

  

手引き １８ページ 
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自然災害編 

 
１－１４．衛生面（トイレ）の対策                       

（１）トイレ対策 

入居者 

川の水を汲み、使用後に職員が水を流す。 

 

簡易トイレ対応 

 

女性利用者用に生理用品など備蓄する 

 

職員 

川の水を汲み、使用後に職員が水を流す。 

 

簡易トイレ対応 

 

女性職員用に生理用品など備蓄する 

 

  

手引き １９ページ 
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自然災害編 

（２）汚物対策 

特定場所に保管する 

 

感染症の流行時期にはゴミ袋を２重にして指定場所に保管する。ゴミの取扱いは感染防止に努める。 

  

手引き ２０ページ 
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自然災害編 

  
１－１５．必要品の備蓄※※（避）                         

【飲料・食品】 

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当 

白米   １階備蓄庫  

レトルト食品   １階備蓄庫  

缶詰   １階備蓄庫  

飲料水   １階備蓄庫  

卵スープ   1 階備蓄庫  

味噌汁   1 階備蓄庫  

レトルトカレー   1 階備蓄庫  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

手引き ２１ページ 
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自然災害編 

【医薬品・衛生用品・日用品】 

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当 

     

ウェットティッシュ   １階備蓄庫  

ティッシュ   １階備蓄庫  

タオル   １階備蓄庫  

ガーゼ   １階備蓄庫  

絆創膏   １階備蓄庫  

包帯   １階備蓄庫  

三角巾   １階備蓄庫  

不織布マスク   １階備蓄庫  

サージカルマスク   １階備蓄庫  

生理用品   １階備蓄庫  

ゴミ袋   １階備蓄庫  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

手引き ２２ページ 



 

20 
 

自然災害編 

【備品】 

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当 

トイレットペーパー   １階備蓄庫  

ビニール手袋   １階備蓄庫  

ガウン   １階備蓄庫  

使い捨てコップ   １階備蓄庫  

使い捨て容器   １階備蓄庫  

ラップ   １階備蓄庫  

アルミホイル   １階備蓄庫  

割り箸   １階備蓄庫  

ポリ袋   １階備蓄庫  

懐中電灯   １階備蓄庫  

ラジオ   １階備蓄庫  

カセットコンロ   １階備蓄庫  

カセットボンベ   １階備蓄庫  

乾電池   １階備蓄庫  

マスク   １階備蓄庫  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

手引き ２３ページ 
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自然災害編 

 
１－１６．資金手当て                            

  

火災保険の付保内容  

保険期間：  

保険金額：  

付保対象：  

保険金が支払われる場合：  

保険金が支払われない場合： 

  

手引き ２４ページ 
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自然災害編 

チェック表 項目 最終改定日 改定内容 

□ BCP 発動基準   年 月  

□ 行動基準   年 月  

□ 対応体制   年 月  

□ 対応拠点   年 月  

□ 安否確認   年 月  

□ 職員の参集基準   年 月  

□ 
施設内外での 

避難場所・避難方法   年 月 
 

□ 重要業務の継続   年 月  

□ 職員の管理   年 月  

□ 復旧対応   年 月  
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自然災害編 

緊急時対応 

２－１．ＢＣＰ発動基準※※                               

 

地震による発動基準 

対策本部の設置は、以下の条件の場合とする。  

・小樽市周辺において、震度５強以上の地震が発生したとき  

・震度が基準に満たない場合でも被災状況や社会的混乱などを総合的に勘案し、管理者が必要と判断 

したとき 

 

水害による発動基準 

対策本部の設置は、以下の気象情報が発令された場合とする。  

・記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報が発表されたとき  

・台風により警戒レベル３に相当する「大雨警報」、「洪水警報」、「氾濫警戒情報」、「高潮注意報」 発

表されたとき 

 

 また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。 

 代替者① 代替者② 

常務理事 サービス管理責任者 総務係⾧ 

  

手引き ２５ページ 
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自然災害編 

 
２－２．行動基準                            

 

災害発生時の行動指針 

災害発生時の行動指針は次のとおりとする 

① 自身及び利用者の安全確保 

② 二次災害への対策 

③ 入居者の生命維持 

④ 法人ない施設間との連携と外部機関との連携 

⑤ 情報発信 

 

平常時 

 

 

                 直後 

 

 

                 当日 

 

 

 

             体制確保後 

 

 

 

 

 

 

             体制回復後 

 

 

             完全復旧後 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

手引き ２６ページ 

日常点検 訓練／見直し 

情報収集  情報共有 

 

命を守る行動 

安全確保・避難 

二次災害対応 

（避難場所の確保等） 

利用者の生命維持 

事業順次再開 

通常業務 

評価／反省／見直し 

備蓄品補充等 

・情報収集 

・支援体制確保 

・情報共有 

・連携 

 施設・事業所間連携 

行政連携 

 取引先協力依頼 

 他法人連携 

・情報発信 

 利用者家族の安否情報 

 施設・事業所情報 
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自然災害編 

 
２－３．対応体制※※（避）                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手引き ２７ページ 

【地震防災活動隊】 

【情報班】 

【消火班】 

【応急物資班】 

【救護班】 

【地域班】 

隊⾧ 管理者 

班⾧:高田    

地震災害応急対策の実施全般について一切の指揮を行う 

行政と連絡をとり、正確な情報の入手に努めるとともに適切な指示

を仰ぎ、隊長に報告するとともに利用者家族へ利用者の状況を連絡

する。活動記録をとる。 

班⾧:生活支援員 メンバー:世話人 
地震発生直後直ちに火元の点検、ガス漏れの有無の確認などを行い、

発火の防止に万全を期すとともに、発火の際に消火に努める。 

班⾧:高田 メンバー:世話人 

食料、食料水などの確保に努めるとともに、炊き出しや飲料水の配

布を行う。 

【安全指導班】 班⾧:生活支援員  
利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。隊長の支援

がある場合は利用者の避難誘導を行う。家族への引継ぎを行う。 

班⾧:高田、丸山 
負傷者の救出、応急手当および病院などへの搬送を行う。 

班⾧:高田 メンバー:生活支援員 

 
地域住民や近隣の福祉施設と共同した救護活動、ボランティア受け

入れ体制の整備・対応を行う。 
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２－４．対応拠点                               

 

第 1候補場所 第 2候補場所 第 3 候補場所 

   

  

手引き ２８ページ 
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２－５．安否確認※※                              

（１）利用者の安否確認 

安否確認ルール 

 

各フロアーにいる職員が確認し管理者に報告する。 

 

 

 

医療機関への輸送方法 

救急車・社用車で搬送 

① 病院 

② 病院 

③ 病院 

 

 

（２）職員の安否確認 

 

施設内 

 

職員の安否確認は、利用者の安否確認と合わせて各フロアーで点呼を行い施設庁に報告する。 

 

 

 

 

自宅等 

自宅等で被災した場合は①電話②携帯メール③災害伝言ダイヤルで、施設に自身の安否情報を報告す

る。 

報告する事項は、自身・家族が無事かどうか出勤可否についてとする。 

  

手引き ２９、３０ページ 
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２－６．職員の参集基準※※                      

 

 災害時の職員の参集基準を記載する。 

施設職員の参集方法 

１． 災害の発生のおそれがある気象情報（災害危険区域については、大雨警報（土砂災害）以上）の発

表まで猶予時間があるとき。 

・管理者は電話連絡・メール発信にて出勤要請 

・連絡を受けた施設職員は通常の通勤手当を用いて出勤する。夜間は自家用車もしくはタクシーを使用

する。 

・連絡を受けた職員は、出勤可否を電話またはメール返信する。 

２． 災害が発生もしくは発生が予測され、緊急に招集する場合。 

・管理者は電話連絡・メール発信にて出勤要請する。 

・連絡を受けた職員は、通常の通勤手段を利用できない場合、徒歩などで安全を確保できる者のみ出勤

する。 

・連絡を受けた職員は、出勤可否を電話またはメール返信する。 

３． 出勤可否連絡方法 

速やかに対応可能な職員を把握するため、次のとおり連絡文案を定める。なお、参集できる・できないにか

かわらず、必ず連絡すること。 

 

連絡文１ 

 〇〇です。今、△△にいます。あと、××分で到着します。 

 

連絡文２ 

 〇〇です。△△のため参集できません。××で待機します。 

 

 

  

手引き ３１ページ 
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２－７．施設内外での避難場所・避難方法※※              

【施設内】 

 第 1 避難場所 第２避難場所 

避難場所 
のんの２階 のんの２階 

避難方法 

垂直避難 

階段を使って２階へ移動 

 

 

 

垂直避難 

階段を使って２階へ移動 

【施設外】 

 第 1 避難場所 第２避難場所 

避難場所 

aoba Home 玄関前 

 

向陽中学校 

避難方法 

単独または介助 

 

単独または介助 

  

手引き ３２ページ 
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２－８．重要業務の継続                         

 

経過目安 夜間職員のみ 発生後６時間 発災後１日 発災後３日 

職員数 出勤率３０％ 

１名 

出勤率５０％ 

３名 

出勤率７０％ 

５名 

出勤率９０％ 

６名 

在庫量 １００％ ８５％ ７０％ ５０％ 

ライフライン 停電・断水 停電・断水 停電・断水 断水 

重要業務の基準 生命を守るため 

必要最低限 

医療ケア・食事

中心、その他は

減少 

・休止 

ほぼ通常・一部

減少・休止 

ほぼ通常 

医療的ケア 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて ほぼ通常 

食事の回数 朝・昼・夕 朝・昼・夕 朝・昼・夕 ほぼ通常 

食事支援 備蓄品 備蓄品 備蓄品 ほぼ通常 

排泄支援 必要な方に支援 必要な方に支援 必要な方に支援 ほぼ通常 

洗濯 使い捨て対応 必要最低限 必要最低限 ほぼ通常 

シーツ交換 汚れた場合 順次・部分的に

交換 

順次・部分的に

交換 

ほぼ通常 

 

 

 

 

 

  

手引き ３３ページ 
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２－９．職員の管理                             

（１）休憩・宿泊場所 

休憩場所 宿泊場所 

１階 かんと 事務所 １階 かんと 夜間休憩室 

 各階 空室 

  

  

  

 

（２）勤務シフト 

災害時の勤務シフト原則 

 

日中支援員を確保する。人員が不足の場合は、法人と連携。 

 

 

  

手引き ３４ページ 
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２－１０．復旧対応                           

 

対象 状況（いずれかに○） 対応事項/特記事項 

建
物
・
設
備 

水道   

電気   

ガス   

電話   

インターネット   

トイレ   

浴槽   

   

建
物
・
設
備
䥹
１
階
䥺 

ガラス   

キャビネット   

天井   

床面   

壁面   

照明   

   

建
物
・
設
備
䥹
２
階
䥺 

ガラス   

キャビネット   

金庫   

天井   

床面   

壁面   

照明   

そ
の
他 

   

   

   

   

   

   

   

 

  

手引き ３５ページ 
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チェック表 項目 最終改定日 改定内容 

□ 連携体制の構築   年 月  

□ 連携対応   年 月  
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他施設等との連携※※ 

３－１．連携体制の構築                                    

（１）連携先との協議 

 

 

（２）連携協定書の締結 

 

 

 

  

手引き ３６ページ 



 

35 
 

自然災害編 

（３）地域のネットワーク等の構築・参画 

 

【連携関係のある施設・法人】 

施設・法人名 連絡先 連携内容 

社会福祉法人 

北海道宏栄社 

２５－１５５１  

   

   

 

【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】 

施設・法人名 連絡先 連携内容 

三ツ山病院 0134-23-1289  

   

   

 

【連携関係のある社協・行政・自治会等】 

施設・法人名 連絡先 連携内容 

小樽市 0134-32-4111  

天神町会 0134-32-0228  

   

 

  

手引き ３７ページ 
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３－２．連携対応                                      

（１）事前準備 

・被災時の連絡先、連絡方法  

・備蓄の拡充  

・職員派遣の方法  

・利用者受入方法、受入スペースの確保  

・相互交流 など 

 

（２）利用者情報の整理 

 

 

 

 

手引き ３８、３９ページ 



 

37 
 

自然災害編 

通所サービス事業所の場合 

４－１．平常時対応                                     

（１）サービスの休止・縮小基準の検討 

 

 

（２）地域の関係機関との連携 

 

 

  

手引き ４０ページ 
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４－２．緊急時対応                                     

（１）家族への連絡・引き渡し 

・利用者家族の連絡先一覧を別紙で作成（電話番号、携帯番号、携帯アドレス）。  

・安否確認の点呼が完了し、施設で安全が確保できた段階で、家族へ連絡する。  

・家族が来られない場合は利用者をお預かりすることとし、宿泊の準備を行う。 

 

（２）代替サービスの検討 

被災状況により、従来のサービス提供が長期にわたって困難となる際には、必要に応じて他事業所の 

訪問サービス等への変更を検討する 

 

  

手引き ４１ページ 
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訪問サービス事業所の場合 

５－１．平常時対応                                     

（１）サービスの休止・縮小基準の検討 

 

 

（２）地域の関係機関との連携 

 

 

 

 

 

手引き ４２ページ 


